


Ｓ＝１／５０，０００ 

秋田森林管理署（岱・鵜養管内）立入禁止区域②

平成28年11月30日まで

平成28年12月31日まで

平成29年1月31日まで

平成29年2月28日まで

平成29年3月31日まで

立入禁止期間



Ｓ＝１／５０，０００ 

秋田森林管理署（岱管内）立入禁止区域

平成28年11月30日まで

平成28年12月31日まで

平成29年1月31日まで

平成29年2月28日まで

平成29年3月31日まで

立入禁止期間


